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固定資産評価審査委員会委員の選任について 可決 24 0 ○ ○

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 可決 24 0 ○ ○

新発田市個人情報の保護に関する法律施行条例 総務 可決 20 4 ○ ×

蔵春閣設置及び管理に関する条例 総務 可決 20 4 ○ ×

地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 総務 可決 24 0 ○ ○

新発田市一般職の職員の給与に関する条例及び新発田市一般職の任期付職員の採
用等に関する条例

総務 可決 24 0 ○ ○

新発田市会計年度任用職員の給与等に関する条例 総務 可決 24 0 ○ ○

新発田市妊産婦医療費助成に関する条例 社会文教 可決 24 0 ○ ○

新発田市児童厚生施設設置条例 社会文教 可決 24 0 ○ ○

一般会計（第９号） 分割付託 可決 20 4 ○ ×

一般会計（第１０号） 社会文教 可決 24 0 ○ ○

国民健康保険事業特別会計（第３号） 社会文教 可決 24 0 ○ ○

介護保険事業特別会計（第３号） 社会文教 可決 24 0 ○ ○

後期高齢者医療特別会計（第３号） 社会文教 可決 24 0 ○ ○

コミュニティバス事業特別会計（第１号） 総務 可決 24 0 ○ ○

下水道事業会計（第２号） 経済建設 可決 24 0 ○ ○

水道事業会計（第２号） 経済建設 可決 24 0 ○ ○

新発田市過疎地域持続的発展計画の策定について 総務 可決 24 0 ○ ○

令和４年新発田市議会１２月定例会 議決結果
令　　和　　会 共道しばた つなぐ会 日本共産党 公明党 無所属

※３ ※４

人事案件

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

条例の制定

○ ○ ○ × ○

○ ○ ○ × ○

条例の一部改正

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

令和４年度補正予算

○ ○ ○ × ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

その他

○ ○ ○ ○ ○
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免税軽油制度の継続を求める意見書 可決 24 0 ○ ○

免税軽油制度の継続を求める請願書 経済建設 可決 24 0 ○ ○

マスク着用・非着用による差別や誹謗中傷をなくす取組 総務 否決 0 24 × ×

民主主義の根幹である法の下の平等を守る為の陳情 総務 否決 0 24 × ×

※１　「総務」　　：総務常任委員会

　　　「社会文教」：社会文教常任委員会

　　　「経済建設」：経済建設常任委員会

　　　「分割付託」：各常任委員会に分割して付託されたもの ※４　「○」：「賛成」したもの

　　　ただし、審査した委員会がない案件は本会議で即決 　　　「×」：「賛成以外」のもの

※２　「可決」：全員賛成または賛成多数により可決、推薦、承認、採択等と議決したもの

　　　「否決」：賛成少数または賛成なしにより否決、不採択等と議決したもの

令和４年新発田市議会１２月定例会 議決結果
令　　和　　会 共道しばた つなぐ会 日本共産党 公明党 無所属

※３ ※４

意見書

○ ○ ○ ○ ○

請願 ○ ○ ○ ○ ○

× × × × ×

× × × × ×
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※３　議長は地方自治法第１１６条により表決には参加しないため、表決に参加する全議員数は２４人です。


